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幕
奉
行
（
ま
く
ぶ
ぎ
ょ
う
）
と
は
、
江
戸
幕
府
の
役
職
の
一
つ
で
、
幕
府
が
所
持
し

て
い
る
陣
幕
等
の
幕
を
管
理
す
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
る
。
幕
奉
行
は
多
聞
櫓
（
多

門
櫓
）
で
幕
を
保
管
し
て
お
り
、
加
え
て
同
職
務
関
係
の
日
記
や
留
、
書
付
等
の
資
料

も
同
所
で
保
管
し
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
、
幕
奉
行
が
他
の
役
職
へ
提
出
し
た
書
類
等
も

別
途
多
聞
櫓
等
に
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
多
聞
櫓
で
保
管
さ
れ
た
記
録
類
は
、
現

在
、
多
聞
櫓
旧
蔵
資
料
と
し
て
国
立
公
文
書
館
（
以
下
、
当
館
）
に
伝
わ
っ
て
い
る
。 

多
聞
櫓
と
は
、
多
聞
と
も
い
い
、
城
の
石
垣
の
上
に
築
い
た
長
屋
造
り
の
建
物
を
指

す
。
江
戸
城
に
は
多
数
の
多
聞
櫓
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
管
理
者
が
異
な
っ
て
い
た
。

多
聞
櫓
は
兵
器
庫
と
防
壁
を
兼
ね
た
施
設
で
あ
る
が
、
戦
が
な
く
な
っ
た
江
戸
時
代
に

は
、
物
や
文
書
を
保
管
す
る
倉
庫
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。
本
来
な
ら
ば
軍
事
施

設
で
あ
っ
た
多
聞
櫓
な
ど
が
、
記
録
類
の
保
管
庫
と
し
て
利
用
さ
れ
る
事
例
は
、
江
戸

城
の
み
な
ら
ず
他
藩
の
城
で
も
み
ら
れ
る

1
。 

 

本
稿
で
は
、
主
に
、
多
聞
櫓
旧
蔵
資
料
に
含
ま
れ
る
、
幕
奉
行
関
係
資
料
を
紹
介
す

る
。
は
じ
め
に
幕
奉
行
と
い
う
役
職
の
概
要
を
示
し
た
上
で
、
当
館
所
蔵
の
幕
奉
行
関

係
資
料
の
全
体
像
と
資
料
内
容
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。 

な
お
、
参
考
資
料
や
文
献
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
初
出
の
際
に
注
で
書
誌
事
項
を

示
し
、
二
回
目
以
降
は
注
記
を
略
し
た
。
た
だ
し
、
年
月
日
や
通
し
番
号
等
、
資
料
を

特
定
す
る
上
で
必
要
な
情
報
は
個
別
に
記
載
し
た
。
引
用
資
料
は
適
宜
読
点
を
打
ち
、

旧
字
体
や
異
体
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
、
資
料
中
の
傍
線
や
記
号

は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

一一  

幕幕
奉奉
行行
とと
はは  

 

ま
ず
幕
奉
行
の
基
本
情
報
を
整
理
す
る
。
幕
奉
行
は
江
戸
幕
府
の
役
職
の
一
つ
で
、

幕
臣
の
う
ち
旗
本
が
就
任
す
る
役
職
で
あ
る
。
陣
幕
（
軍
幕
）
な
ど
の
幕
の
管
理
を
職

務
と
し
て
い
る
。
古
く
は
『
明
良
帯
録
』

2
や
『
吏
徴
』

3
等
の
江
戸
幕
府
の
各
役
職
の

職
掌
や
沿
革
に
つ
い
て
ま
と
め
た
書
に
記
載
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
幕
奉
行
は

御
目
見
以
上
の
役
職
で
布
衣
以
下
、
留
守
居
支
配

4
、
焼
火
間
席
、
持
高
勤
、
役
扶
持

十
人
扶
持
、
定
員
は
二
名
で
あ
る
。 

御
目
見
以
上
と
は
将
軍
へ
の
謁
見
が
許
さ
れ
る
身
分（
旗
本
）で
あ
る
こ
と
を
指
す
。

布
衣
と
は
武
家
の
礼
服
の
一
つ
で
、
布
衣
以
上
は
礼
式
日
に
布
衣
を
着
用
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
身
分
で
あ
り
、
六
位
相
当
以
上
、
一
方
、
布
衣
以
下
と
は
布
衣
の
着
用
が
許

さ
れ
な
い
身
分
の
こ
と
を
言
う
。
御
目
見
以
上
の
旗
本
は
、
布
衣
以
上
と
布
衣
以
下
で

は
格
式
の
大
き
な
差
が
あ
り
、布
衣
以
上
で
あ
る
こ
と
は
一
つ
の
ス
テ
ー
タ
ス
で
あ
る
。
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例
え
ば
、旗
本
が
就
く
役
職
の
う
ち
町
奉
行
や
勘
定
奉
行
は
布
衣
以
上
の
役
職
で
あ
る
。 

留
守
居
支
配
と
は
す
な
わ
ち
幕
奉
行
が
留
守
居
の
配
下
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
留
守

居
と
は
江
戸
城
の
奥
向
き
の
取
り
締
ま
り
、
関
所
手
形
の
発
行
、
江
戸
城
諸
門
の
通
行

証
の
発
行
な
ど
を
掌
っ
た
役
職
で
あ
る
。
老
中
の
配
下
に
あ
り
（
老
中
支
配
）、
御
目
見

以
上
、
諸
大
夫
役
（
五
位
相
当
）
の
役
職
で
あ
る
。
焼
火
間
（
た
き
び
の
ま
）
と
は
江

戸
城
本
丸
御
殿
の
焼
火
間
を
指
し
、
焼
火
間
席
と
は
こ
の
焼
火
間
が
江
戸
城
内
の
詰
間

（
つ
め
ま
、
つ
め
の
ま
）
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。 

持
高
勤
（
も
ち
だ
か
づ
と
め
）
と
は
、
役
職
の
基
準
高
で
あ
る
役
高
の
設
定
が
な
く
、

個
々
の
家
禄
を
も
っ
て
勤
務
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
家
禄
が
低
い
場
合
に

も
基
本
的
に
足
高
は
適
用
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、「
御
幕
奉
行
代
々
記
」
に
よ
れ
ば
、
幕

奉
行
は
足
高
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
が
多
数
み
ら
れ
る

5
。
な
お
、
足
高
と
は
、
役

職
に
就
任
す
る
者
の
家
禄
が
役
高
に
達
し
な
い
場
合
、
そ
の
不
足
分
を
在
職
中
に
限
っ

て
加
給
す
る
制
度
で
あ
る
。 

幕
奉
行
の
配
下
に
は
同
心
（
幕
同
心
）
と
中
間
が
い
る
。
幕
同
心
は
御
目
見
以
下
の

御
家
人
で
あ
る
。『
明
良
帯
録
』
と
『
吏
徴
』（
御
幕
奉
行
の
項
）
で
は
「
同
心
八
人
、

中
間
十
二
人
」
と
あ
る
が
、『
吏
徴
』（
御
幕
奉
行
組
同
心
の
項
）
で
は
「
御
幕
奉
行
組

同
心
三
十
六
人
」
あ
り
、
続
い
て
「
一
組
十
八
人 

弐
拾
俵
弐
人
扶
持
高 
御
抱
場
」

と
の
記
載
が
あ
る
。
幕
奉
行
の
成
立
時
期
は
、『
吏
徴
』
に
よ
れ
ば
二
説
あ
り
、
一
つ
は

寛
永
一
四
年（
一
六
三
七
）九
月
一
八
日
に
一
名
が
は
じ
め
て
任
命
さ
れ
た
と
い
う
説
、

も
う
一
つ
は
寛
永
二
〇
年
一
二
月
一
〇
日
に
三
名
が
は
じ
め
て
任
命
さ
れ
た
と
い
う
説

で
あ
る
。 

ま
た
、『
御
触
書
集
成
』

6
や
『
徳
川
実
紀
』

7
等
の
史
料
に
よ
り
、
い
く
つ
か
情
報

を
補
足
す
る
と
、
席
次
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
「
躑
躅
間
北
ヨ
リ
二
之
間
」
と

定
め
ら
れ
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
「
焼
火
之
間
」
に
改
め
ら
れ
た
（『
御
触
書
寛

保
集
成
』
一
九
、
二
一
）。
幕
奉
行
は
当
初
、
役
扶
持
は
な
く
、
定
員
も
定
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
が
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
に
役
扶
持
十
人
扶
持
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
が

通
達
さ
れ
、
定
員
が
二
名
と
定
め
ら
れ
た
（『
御
触
書
寛
保
集
成
』
一
七
一
五
、『
徳
川

実
紀
』
享
保
九
年
七
月
一
三
日
条
）。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
は
幕
奉
行
配
下
の
中

間
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
（『
御
触
書
天
保
集
成
』
五
二
〇
六
）。
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）、

幕
奉
行
は
具
足
奉
行
が
兼
帯
す
る
こ
と
に
な
り
、
廃
止
さ
れ
た
（『
続
徳
川
実
紀
』
文
久

二
年
九
月
四
日
条
）。 

幕
奉
行
は
、
明
治
以
後
、
現
代
に
至
る
ま
で
、
江
戸
幕
府
の
役
職
を
解
説
し
た
書
や

事
典
な
ど
で
項
目
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が

8
、
い
ず
れ
も
簡
単
な

解
説
の
み
で
、
本
格
的
な
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
当
館
所
蔵
の
幕
奉
行

関
係
資
料
は
、
公
開
資
料
で
あ
る
も
の
の
、
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、

こ
れ
ま
で
幕
奉
行
を
解
説
し
た
文
献
等
で
も
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
次
章
で
は
そ

う
し
た
当
館
所
蔵
の
幕
奉
行
関
係
資
料
を
紹
介
す
る
。 
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こ
こ
で
は
当
館
所
蔵
の
幕
奉
行
関
係
資
料
の
概
要
を
説
明
す
る
。
当
館
所
蔵
の
幕
奉

行
関
係
資
料
に
つ
い
て
は
巻
末
表
「
幕
奉
行
関
係
資
料
一
覧
」
に
示
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
幕
奉
行
の
み
な
ら
ず
、
幕
同
心
に
関
わ
る
資
料
も
関
係
資
料
と
し
て
一
覧
に
掲
載

し
た

9
。 

今
回
、
当
館
所
蔵
の
幕
奉
行
関
係
資
料
を
調
査
し
た
結
果
、
一
六
五
点
の
資
料
が
確

認
さ
れ
た
。
全
一
六
五
点
の
う
ち
、
三
五
点
が
冊
子
体
、
残
り
の
一
三
〇
点
が
一
枚
物

（
断
簡
含
む
）
や
包
紙
で
あ
る
。
冊
子
体
に
は
御
用
留
、
留
帳
と
い
っ
た
職
務
記
録
の

他
、
廻
状
留
な
る
幕
奉
行
へ
回
覧
さ
れ
た
廻
状
や
触
書
を
書
き
留
め
た
資
料
等
、
幕
奉

行
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
、
比
較
的
継
続
的
に
書
き
記
さ
れ
、
保
管
さ
れ
て
き

た
記
録
類
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
日
光
社
参
に
関
す
る
留
書
等
が
複
数
残
さ
れ
て
い
る
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こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
幕
奉
行
が
日
光
社
参
の
行
列
に
供
奉
し
て
い
た
こ
と

が
関
係
し
て
い
る
。
な
お
、
冊
子
体
三
七
点
の
う
ち
、
五
点
は
多
聞
櫓
旧
蔵
で
は
な
く
、

中
に
は
幕
奉
行
が
作
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
資
料
も
含
ま
れ
て
い
る
。 

一
枚
物
（
断
簡
含
む
）
は
、
幕
奉
行
が
業
務
上
の
必
要
に
応
じ
て
他
役
と
や
り
取
り

し
た
際
に
発
生
す
る
資
料
（
手
紙
や
書
付
、
覚
、
届
書
、
証
文
、
誓
詞
等
）
な
い
し
そ

の
扣
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
一
枚
物
は
、
年
代
は
バ
ラ
バ
ラ
で
、
内
容
も

多
岐
に
わ
た
り
、
非
常
に
雑
多
な
資
料
と
い
え
る
。
ま
た
、
幕
奉
行
が
保
管
し
て
い
た

も
の
と
、
他
役
が
幕
奉
行
か
ら
受
け
取
っ
て
保
管
し
て
い
た
も
の
と
が
入
り
混
じ
っ
て

お
り
、
幕
奉
行
関
係
資
料
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
も
の
の
、
当
時
ど
の
部
署
で
保

管
さ
れ
て
い
た
か
を
推
測
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
多
聞
櫓
で

一
時
的
に
保
管
し
て
い
た
も
の
が
、
長
ら
く
処
分
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
偶
然
に
も
残
さ

れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

旧
蔵
が
多
聞
櫓
と
あ
る
資
料
の
う
ち
、
請
求
番
号
が
○
○
○
‐
○
○
○
○
（
数
字
三

桁
＋
ハ
イ
フ
ン
＋
数
字
四
桁
）
と
表
記
さ
れ
る
資
料
は
、
大
正
～
昭
和
後
期
に
か
け
て

整
理
さ
れ
た
資
料
で
、『
改
訂 

内
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、

一
九
七
四
～
一
九
七
六
年
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
多
聞
櫓
文
書
の
う
ち
状
態
の
良

好
な
冊
子
体
の
み
抜
き
出
し
て
先
に
整
理
し
た
よ
う
で
あ
る
。
請
求
番
号
が
多
○
○
○

○
○
○
（
多
＋
数
字
六
桁
）
と
表
記
さ
れ
る
資
料
は
、
一
紙
物
や
断
簡
が
中
心
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
長
ら
く
未
整
理
で
残
さ
れ
て
い
た
多
聞
櫓
文
書
で
、
昭
和
五
二
年
（
一

九
七
七
）
以
降
、
順
次
整
理
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
な
お
、
多
聞
櫓
文
書
の
整
理
状
況

に
つ
い
て
は
大
賀
妙
子
ら
の
研
究
に
詳
し
い
10
。
昭
和
五
二
年
以
降
に
整
理
さ
れ
た
多

聞
櫓
文
書
は
、
閲
覧
用
の
目
録
稿
本
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、「
職
制
の
部
」、「
明
細
短
冊

の
部
」、「
誓
詞
の
部
」、「
扶
持
米
証
文
の
部
」
等
、
項
目
ご
と
に
資
料
を
分
類
し
て
掲

載
し
て
い
る
。
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
は

横
断
的
に
検
索
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。 

 

表
一
に
幕
奉
行
関
係
資
料
の
年
代
に
つ
い
て
、
元
号
ご
と
に
区
分
し
て
統
計
を
示
し

た
。
年
代
不
明
の
資
料
が
半
数
近
く
あ
る
が
、
年
代
が
判
明
し
て
い
る
資
料
に
関
し
て

分
析
す
る
と
、
大
半
は
江
戸
時
代
中
後
期
以
降
の
資
料
で
あ
り
、
特
に
文
政
～
天
保
期

（
一
八
一
八
～
一
八
四
四
）
の
資
料
が
突
出
し
て
多
い
。
中
で
も
、
こ
の
期
の
幕
奉
行
で

あ
る
吉
見
定
右
衛
門
、
山
田
周
蔵
、
石
寺
八
蔵
ら
は
、
小
普
請
入
願
等
、
個
人
的
な
記
録

が
存
在
し
て
お
り
、
資
料
か
ら
彼
ら
の
略
歴
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
化
・
文
政
期
以

降
は
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
よ
う
な
幕
府
編
纂
の
家
譜
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
幕

臣
の
略
歴
を
知
る
上
で
、
小
普
請
入
願
は
信
憑
性
が
あ
る
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。 

一
方
で
、
延
宝
～
元
禄
頃
の
比
較
的
古
い
記
録
も
数
点
残
さ
れ
て
い
る
状
況
は
興
味

深
い
。
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
の
資
料
で
あ
る
「
請
取
申
御
幕
之
事
」（
多
〇
一
二
八

一
〇
）
と
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
の
資
料
で
あ
る
「
大
御
奥
御
用
ニ
付
純
子
御
幕

等
請
取
申
候
段
覚
」（
多
〇
三
三
八
三
三
）
は
、
資
料
の
内
容
、
料
紙
の
質
や
大
き
さ
か

ら
し
て
、後
の
写
本
等
で
は
な
く
当
時
の
原
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。こ
の
よ
う
に
、

当
館
で
は
幕
奉
行
に
関
す
る
興
味
深
い
資
料
を
多
数
所
蔵
し
て
い
る
。 

 

 

表１　当館所蔵の幕奉行関係資料の年代

和暦 西暦 点数
延宝 1673～1681 1
元禄 1688～1704 1
宝永 1704～1711 3
享保 1716～1736 5
元文 1736～1741 2
寛延 1748～1751 1
宝暦 1751～1764 2
明和～安永 1764～1781 2
安永 1772～1781 2
安永～享和 1772～1804 1
寛政 1789～1801 3
享和 1801～1804 1
文化 1804～1818 2
文政 1818～1830 30
文政～天保 1818～1844 2
天保 1830～1844 25
弘化 1844～1848 2
嘉永 1848～1854 1
安政 1854～1860 5
万延 1860～1861 1
文久 1861～1864 1
元治 1864～1865 1
年代不明 73

合計 167

※年月日の項目により区分しており、標題
に含まれた年代は加味していない。
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三三  

資資
料料
解解
説説  

  

こ
こ
で
は
、
幕
奉
行
関
係
資
料
に
つ
い
て
、
個
々
の
資
料
の
解
説
を
行
う
。
紙
幅
の

都
合
上
、
全
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
特
に
幕
奉
行
の
職
務

と
そ
の
記
録
類
に
注
目
し
て
解
説
を
行
い
た
い
。
な
お
、
冒
頭
の
数
字
は
本
稿
の
最
後

に
掲
載
し
た
参
考
表
と
対
応
し
て
お
り
、
資
料
の
書
誌
事
項
に
つ
い
て
は
参
考
表
を
参

照
さ
れ
た
い
。 

  

【
二
五
】
諸
書
物
目
録
（
多
〇
一
一
二
三
〇
） 

  

御
用
留
や
廻
状
留
等
、
幕
奉
行
で
保
管
し
て
い
る
職
務
記
録
を
列
挙
し
た
目
録
。
列

挙
さ
れ
た
記
録
の
年
代
や
目
録
末
尾
の
「
子
八
月
」
と
い
う
記
載
か
ら
、
文
政
一
一
年

（
一
八
二
八
）
頃
に
作
成
さ
れ
た
目
録
と
考
え
ら
れ
る
。
冒
頭
に
は
「
月
番
送
御
用
箱

入
候
書
物
諸
書
」
と
あ
り
、
月
番
間
で
引
き
継
ぐ
書
類
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
御
用
留

を
は
じ
め
、
由
緒
書
、
誓
詞
等
、
人
事
記
録
に
関
わ
る
書
類
も
月
番
間
で
引
き
継
が
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、「
百
人
番
所
脇
御
多
門
に
納
も
の
分
」
と
い
う
、
百

人
番
所
脇
御
多
門
で
保
管
し
て
い
る
資
料
も
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
古
い
御

用
留
の
他
、
廻
状
留
も
記
さ
れ
て
い
る
。 

目
録
を
見
る
限
り
、
御
用
留
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
以
降
、
文
政
年
間
に
至

る
ま
で
比
較
的
継
続
的
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
廻
状
留
は

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
以
降
、
継
続
的
に
作
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

当
館
に
は
現
在
、幕
奉
行
の
御
用
留
及
び
廻
状
留
は
数
点
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

多
く
が
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

【
一
一
四
】
御
幕
方
記
録
（
多
六
一
〇
〇
五
五
） 

  

享
保
か
ら
延
享
年
間
に
か
け
て
の
幕
奉
行
の
記
録
。
年
月
日
が
順
不
同
に
な
っ
て
い

る
が
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
～
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
の
記
録
が
含
ま
れ
て
い

る
。「
覚
」
や
「
～
覚
」
と
題
す
る
書
類
の
写
し
が
多
く
、
そ
の
内
容
は
幕
奉
行
の
職
務

で
あ
る
幕
の
管
理
に
関
す
る
記
事
か
ら
幕
奉
行
・
幕
同
心
の
人
事
に
関
わ
る
記
事
ま
で

多
岐
に
わ
た
る
。
特
に
際
立
っ
て
多
い
の
が
人
事
記
録
で
あ
り
、
幕
奉
行
・
幕
同
心
の

任
免
や
俸
禄
、
同
心
の
人
数
や
由
緒
書
、
拝
借
金
等
、
幕
奉
行
や
幕
同
心
の
個
人
に
関

わ
る
記
録
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
古
帳
之
覚
」
と
題
し
た
、
過
去
の
帳
面

に
関
す
る
記
録
も
あ
る
。 

 

古
帳
之
覚 

一
、
正
徳
六
丙
申
二
月
福
王
忠
左
衛
門
・
沢
平
吉
・
石
川
兵
左
衛
門
与
有
之

帳
一
冊
（
Ａ
） 

一
、
同
六
月
十
二
日
福
王
忠
左
衛
門
・
沢
平
吉
・
石
川
兵
左
衛
門
・
野
沢
源

左
衛
門
与
有
之
帳
一
冊
（
Ｂ
） 

（
ア
）
右
丑
十
二
月
朔
日
河
内
守
殿
御
用
之
由
ニ
而
大
島
肥
前
殿
江
進
之
、
其
後
御

催
促
申
候
へ
共
、
此
方
江
返
り
不
申
候
、
巳
六
月
廿
六
日
大
久
保
下
野
殿
江

者
訣
申
達
置
、 

一
、
延
宝
九
辛
酉
六
月
竹
内
新
五
兵
衛
・
清
野
権
左
衛
門
と
有
之
、
最
所
ハ

余
語
弥
三
郎
・
坂
部
市
平
・
難
波
田
善
左
衛
門
・
伊
吹
市
右
衛
門
と
有

之
帳
一
冊
（
Ｃ
） 

宝
永
二
酉
五
月
晦
日
森
武
太
夫
・
朝
比
奈
弥
兵
衛
と
有
之
、
最
所
者
加

藤
久
大
夫
・
杉
山
七
左
衛
門
・
沢
平
吉
・
福
王
忠
右
衛
門
と
有
之
帳
一

冊
（
Ｄ
） 
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一
、
宝
永
七
寅
十
一
月
と
有
之
帳
一
冊
（
Ｅ
） 

一
、
宝
永
六
丑
六
月
と
有
之
帳
一
冊
（
Ｆ
） 

（
イ
）
右
同
御
用
ニ
而
同
日
是
又
肥
前
殿
江
進
候
処
、
巳
七
月
八
日
大
久
保
下
野
殿

ゟ
御
返
シ 

（
ウ
）
■
■
明
暦
ニ
混
白
、
万
治
ニ
御
紋
付
御
幕
出
来
以
後
御
幕
出
来
不
申
候
哉
并 

権
現
様
以
来
■
■
御
幕
之
書
付
ニ
而
茂
有
之
哉
与
御
吟
味
ニ
付
而
御
取
寄 

御
覧
之
由
也
、 

 

※
■
は
虫
損
箇
所
。 

  

「
古
帳
之
覚
」
に
は
、
幕
奉
行
が
保
管
し
て
い
た
古
い
帳
面
に
つ
い
て
、
年
月
日
や

幕
奉
行
の
名
前
、
冊
数
が
箇
条
書
き
で
記
さ
れ
、
か
つ
御
用
に
よ
る
帳
面
の
提
出
と
返

却
の
有
無
、提
出
の
経
緯
等
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。こ
の
覚
を
い
つ
記
し
た
の
か
、

書
写
年
月
日
の
記
載
は
な
い
が
、
傍
線
部
（
ア
）・（
イ
）
の
記
述
に
よ
り
、
こ
の
覚
が

記
さ
れ
た
お
お
よ
そ
の
年
代
が
推
定
で
き
る
。
傍
線
部
（
ア
）・（
イ
）
の
人
名
は
、
河

内
殿
は
老
中
の
井
上
正
岑（
河
内
守
）、大
島
肥
前
、大
久
保
下
野
は
と
も
に
留
守
居
で
、

大
島
義
也
（
肥
前
守
）、
大
久
保
忠
位
（
下
野
守
）
で
あ
る
。
Ａ
・
Ｂ
よ
り
正
徳
六
年
（
一

七
一
六
）
以
降
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
前
記
三
人
の
補
任
及
び
転
・
免
年
月
日
を
加

味
す
る
と
、
丑
十
二
月
朔
日
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）、
巳
六
月
廿
六
日
及
び
巳
七
月

八
日
は
享
保
一
〇
年
と
判
明
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
覚
は
享
保
一
〇
年
以
降
に
記
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

傍
線
部
（
ア
）・（
イ
）
に
よ
れ
ば
、
享
保
六
年
一
二
月
朔
日
に
老
中
井
上
の
御
用
の

た
め
、
Ａ
～
Ｆ
の
計
六
点
の
帳
面
を
留
守
居
の
大
島
へ
提
出
し
た
。
そ
の
後
、
Ｃ
～
Ｆ

は
享
保
一
〇
年
七
月
八
日
に
留
守
居
の
大
久
保
か
ら
返
却
さ
れ
た
。
一
方
、
Ａ
～
Ｂ
は

催
促
し
た
も
の
の
返
却
さ
れ
ず
、
欠
本
と
な
っ
て
い
る
旨
を
享
保
一
〇
年
六
月
二
六
日

に
大
久
保
へ
報
告
し
て
い
る
。
御
用
の
理
由
は
末
尾
の
傍
線
部
（
ウ
）
に
記
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
暦
は
混
白
、
万
治
は
御
紋
付
の
幕
を
制
作
し
て
以
後
、
幕
は

制
作
し
て
い
な
い
の
か
、
書
付
に
記
さ
れ
て
い
る
か
、
調
査
す
る
た
め
に
取
り
寄
せ
て

閲
覧
し
た
と
い
う
。
な
お
、『
明
良
帯
録
』
に
は
、
混
白
の
幕
は
御
当
家
第
一
の
吉
例
の

幕
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、Ａ
～
Ｄ
の
帳
面
に
記
さ
れ
た
人
名
は
、い
ず
れ
も
幕
奉
行
の
よ
う
だ
が
、

数
名
、
幕
奉
行
で
あ
る
こ
と
が
断
定
で
き
な
い
人
物
が
い
る
。
そ
れ
は
、
Ｃ
の
竹
内
新

五
兵
衛
（
信
親
）
と
清
野
権
左
衛
門
（
貞
張
）、
Ｄ
の
森
武
太
夫
（
政
貞
）
と
朝
比
奈
弥

兵
衛
（
昌
屋
）
の
四
名
で
あ
る
。
こ
の
四
名
に
つ
い
て
は
、
幕
府
の
編
纂
し
た
主
要
な

編
纂
物
で
あ
る
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
や
『
徳
川
実
紀
』
か
ら
幕
奉
行
で
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
彼
ら
四
人
は
あ
る
共
通
し
た
経
歴
を
有
し
て
い
る
。
竹
内

と
清
野
は
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
館
林
藩
主
時
代
の
家
臣
、
森
と
朝
比
奈
は
六
代
将
軍

徳
川
家
宣
の
甲
府
藩
主
時
代
の
家
臣
で
、
い
ず
れ
も
武
具
奉
行
を
勤
め
て
お
り
、
そ
の

後
、
綱
吉
、
家
宣
が
将
軍
世
嗣
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
幕
臣
と
な
る
と
い
う
経
歴
で

あ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
彼
ら
四
人
に
は
幕
奉
行
を
勤
め
た
と
い
う
こ
と
が
幕
府
編

纂
物
に
記
載
は
な
い
が
、「
御
幕
方
記
録
」
及
び
「
御
幕
奉
行
代
々
記
」
に
は
幕
奉
行
と

し
て
彼
ら
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
11
。
幕
奉
行
な
の
か
或
い
は
別
の
役
職
名
な
の
か

は
定
か
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
は
後
世
か
ら
見
て
幕
奉
行
の
職
務
を
勤
め
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
歴
代
奉
行
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
綱
吉
、
家
宣
の
家
臣
団
の
幕
臣
化
と
密
接
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
更

に
詳
細
な
検
討
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
問
題
を
指
摘
す
る
に
留
め
、
武

具
奉
行
と
幕
奉
行
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。 
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【
一
五
九
】
御
留
守
居
衆
よ
り
御
達
物
留
（
一
八
〇
‐
〇
一
二
二
） 

 

留
守
居
か
ら
幕
奉
行
へ
通
達
さ
れ
た
、
廻
状
や
達
を
書
き
留
め
た
資
料
。
文
政
一
一

年
（
一
八
二
八
）
か
ら
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
ま
で
記
載
が
あ
る
が
、
文
政
一
一
年

の
記
事
が
最
も
多
い
。
目
録
に
は
幕
奉
行
の
資
料
で
あ
る
と
の
記
載
は
な
い
が
、
中
表

紙
の
表
題
に
、
幕
奉
行
で
あ
る
鈴
木
善
左
衛
門
と
山
田
周
蔵
の
名
前
が
あ
る
。
鈴
木
善

左
衛
門
の
幕
奉
行
在
任
期
間
が
文
政
一
〇
年
～
天
保
一
〇
年
、
山
田
周
蔵
の
そ
れ
が
文

政
一
一
年
～
天
保
七
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
資
料
年
代
と
両
者
の
幕
奉
行
在
任
期
間
は

一
致
す
る
。
資
料
内
容
も
幕
奉
行
宛
の
廻
状
等
を
書
き
記
し
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な

い
こ
と
か
ら
、
幕
奉
行
関
係
資
料
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
実
は
こ
の
資
料
に
は
、
興
味

深
い
廻
状
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
次
に
そ
れ
を
挙
げ
る
。 

 

①
寅
八
月
四
日
朝 

大
久
保
彦
太
夫
ゟ
周
蔵
方
江
差
越
、
本
書
即
刻 

三
浦
儀
十
郎
方
江
順
達
、 

支
配
向
諸
願
増
減
并
差
出
来
候
書
物
類
取
調
、
当
月
中 

我
等
方
江
可
被
差
出
候
、 

一
、
支
配
向
忰
共
十
七
歳
ゟ
十
九
歳
迄
之
も
の
、
素
読
吟
味
差
出
者
姓
名
短
冊

等
、
例
年
之
通
当
月
中
我
等
方
江
可
被
差
出
候
、
依
之
相
達
候
、
被
得
其

意
早
々
順
達
、
従
留
り
可
被
相
返
候
、
以
上
、 

 
 
 
 
 
 
 

八
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

石
川
左
近
将
監 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
奉
行
宛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
々
木
卯
之
助
殿 

  
 
 
 

②
寅
八
月
八
日 

大
久
保
彦
太
夫
ゟ
差
越
、 

 
 
 
 
 

同
日 

 
 
 

三
浦
儀
十
郎
方
へ
順
達
、 

前
ニ
有
之 

 
 

廻
状 

 
 
 
 
 
 
 

石
川
左
近
将
監 

二
重 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
々
木
卯
之
助
殿 

 
 
 
 
 

支
配
向
諸
願
増
減
并
差
出
来
書
物
類
取
調
、
当
月
中 

我
等
方
江
可
被
差
出
候
、 

一
、
支
配
向
忰
共
十
七
歳
ゟ
十
九
歳
迄
之
も
の
、
素
読
吟
味
差
出
も
の
姓
名
書

短
冊
等
、
例
年
之
通
当
月
中
我
等
方
江
可
被
差
出
候
、
依
之
相
達
候
、
被

得
其
意
早
々
順
達
、
従
留
■
■

（
り
可
）

被
相
返
候
、
以
上
、 

 
 
 
 
 

八
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

石
川
左
近
将
監 

 
 
 
 
 

御
鉄
炮
玉
薬 

 
 
 
 
 
 
 

奉
行
中 

 
 
 
 
 

御
鉄
炮
御
箪
笥 

 
 
 
 
 
 
 

奉
行
中 

 
 
 
 
 

御
弓
矢
鑓 

 
 
 
 
 
 

御
廻
状
之
趣
奉
承
知
候 

 
 
 
 
 
 
 

奉
行
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
久
保
彦
太
夫 

 
 
 
 
 

御
具
足 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
岡
源
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 

奉
行
中 

 
 
 
 
 

御
廻
状
之
趣
奉
承
知
候 

 
 
 
 
 

御
幕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前
原
弁
蔵 

 
 
 
 
 
 
 

奉
行
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊
谷
大
助 

 
 
 
 
 
 

佐
々
木
卯
之
助
殿
御
廻
状
之
趣
奉
承
知
候 

  

こ
れ
は
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
八
月
に
幕
奉
行
へ
回
覧
さ
れ
た
廻
状
で
あ
る
。
二

点
の
廻
状
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
と
も
内
容
は
同
じ
で
あ
り
、
区
別
す
る
た
め
に

便
宜
的
に
廻
状
の
冒
頭
に
①
と
②
を
付
し
た
。差
出
人
は
留
守
居
の
石
川
左
近
将
監（
忠
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房
）。
宛
名
は
五
奉
行
（
鉄
炮
玉
薬
奉
行
、
鉄
炮
箪
笥
奉
行
、
弓
矢
鑓
奉
行
、
具
足
奉
行
、

幕
奉
行
）
及
び
大
筒
役
の
佐
々
木
卯
之
助
。
な
お
、
五
奉
行
と
大
筒
役
は
い
ず
れ
も
留

守
居
支
配
で
あ
る
。
内
容
は
支
配
向
の
諸
願
や
高
の
増
減
を
取
り
ま
と
め
て
今
月
中
に

提
出
す
る
こ
と
、
ま
た
、
各
役
職
の
息
子
の
う
ち
、
一
七
歳
か
ら
一
九
歳
で
、
素
読
吟

味
を
行
う
者
の
姓
名
書
短
冊
等
を
今
月
中
に
提
出
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。①
、

②
と
も
、
冒
頭
の
記
載
に
、
廻
状
は
弓
矢
鑓
奉
行
の
大
久
保
彦
太
夫
か
ら
幕
奉
行
へ
到

来
、
そ
の
後
、
鉄
炮
玉
薬
奉
行
の
三
浦
儀
十
郎
へ
届
け
た
と
あ
り
、
廻
状
を
五
奉
行
及

び
佐
々
木
卯
之
助
の
間
で
順
次
回
覧
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
①
が
八
月
四
日
付
、

②
が
八
月
八
日
付
な
の
で
、
同
じ
内
容
の
廻
状
が
日
を
置
い
て
二
度
回
覧
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
な
お
、
②
の
冒
頭
、
寅
八
月
八
日
か
ら
佐
々
木
卯
之
助
殿
ま
で
の
記
載
は
、

書
状
の
端
裏
書
と
考
え
ら
れ
る
。
②
の
廻
状
は
、
宛
名
の
下
に
承
知
し
た
旨
が
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
廻
状
に
直
接
、
承
付
を
記
し
て
回
覧
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

さ
て
、
こ
の
廻
状
の
重
要
な
点
は
宛
名
の
五
奉
行
の
表
記
の
仕
方
で
あ
る
。
①
は
五

奉
行
、
②
は
鉄
炮
玉
薬
奉
行
、
鉄
炮
箪
笥
奉
行
、
弓
矢
鑓
奉
行
、
具
足
奉
行
、
幕
奉
行

と
あ
る
。実
は
幕
奉
行
が
留
守
居
支
配
の
五
奉
行
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は『
明
良
帯
録
』

を
は
じ
め
、
小
中
村
清
矩
、
和
田
英
松
、
笹
間
良
彦
ら
が
指
摘
し
て
い
る
12
。
し
か
し
、

『
明
良
帯
録
』
は
五
奉
行
と
記
し
な
が
ら
弓
矢
鑓
奉
行
の
記
載
が
抜
け
て
お
り
、
小
中

村
、
和
田
、
笹
間
は
い
ず
れ
も
資
料
的
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
の
で
、
当
時
、
本
当
に

五
奉
行
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
五
奉
行
に
あ
た
る
役
職
は
こ
の
五
つ

の
役
職
で
本
当
に
正
し
い
の
か
、
些
か
疑
問
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
廻
状
の
記
載
に

よ
っ
て
、
五
奉
行
は
鉄
炮
玉
薬
奉
行
、
鉄
炮
箪
笥
奉
行
、
弓
矢
鑓
奉
行
、
具
足
奉
行
、

幕
奉
行
を
指
し
、
当
時
か
ら
「
五
奉
行
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
証

明
さ
れ
た
。
ま
た
、「
御
留
守
居
衆
よ
り
御
達
物
留
」
に
は
、
こ
の
廻
状
以
外
に
も
、「
五

奉
行
宛
」
の
廻
状
が
多
数
収
録
さ
れ
て
お
り
、
五
奉
行
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
廻
状

が
回
覧
さ
れ
る
実
態
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。 

【
一
六
一
】
御
幕
奉
行
代
々
記
（
二
二
〇
‐
〇
〇
七
〇
） 

  

歴
代
幕
奉
行
の
任
免
記
録
。
作
成
者
不
明
。
享
保
期
以
前
は
氏
名
の
み
だ
が
、
享
保

期
か
ら
安
政
期
ま
で
の
歴
代
幕
奉
行
の
任
免
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
（
多
く
は
任
命
情

報
の
み
）。
資
料
は
裏
打
ち
等
の
修
復
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
虫
損
が
激
し
く
、
判

読
不
能
箇
所
も
あ
る
。
任
免
年
月
日
の
記
載
に
一
部
誤
り
も
み
ら
れ
る
が
、
概
ね
正
確

な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
元
高
（
家
禄
）
と
足
高
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

家
禄
と
足
高
の
比
率
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
代
の
幕
奉
行
就
任
者
に
つ
い
て
は
、

『
柳
営
補
任
』
13
に
記
載
が
あ
る
が
、
寛
文
期
以
前
は
記
載
が
な
く
、
文
化
・
文
政
期

は
情
報
に
欠
落
が
あ
り
、
就
任
者
全
員
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
御
幕
奉

行
代
々
記
」
も
、
前
述
し
た
と
お
り
、
享
保
期
以
前
は
氏
名
の
み
し
か
記
載
さ
れ
て
お

ら
ず
、
文
久
期
以
降
は
記
載
が
な
い
と
い
う
欠
点
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
初
期
や
文
化
・

文
政
期
に
つ
い
て
、『
柳
営
補
任
』
の
不
足
を
補
う
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆

す
べ
き
で
あ
る
。 

  

【
一
六
三
】
御
幕
奉
行
御
用
向
書
上
并
当
用
留
帳
（
二
二
〇
‐
〇
〇
七
九
） 

  

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
か
ら
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
ま
で
の
幕
奉
行
の
業
務
記

録
。
日
々
の
出
来
事
、
他
役
と
の
や
り
と
り
、
人
事
記
録
等
が
年
代
順
に
記
さ
れ
て
い

る
。
幕
奉
行
に
は
月
番
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
基
本
的
に
各
月
の
冒
頭
に
月
番
の
奉
行
の

名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。日
付
は
飛
び
飛
び
で
、毎
日
記
載
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

必
要
に
応
じ
て
書
き
記
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
留
帳
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
な
前
書
が

あ
る
。 
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宝
暦
五
亥
年
九
月
迄
之
留
メ
書
有
増
有
之
、
其
以
後
之
儀
留
帳
扣
書
等
茂
無
之
、

近
来
之
儀
難
相
知
候
、
御
役
所
一
向
帳
面
等
も
無
之
、
当
時
取
扱
致
迷
惑
候
、
依

之
已
来
当
役
御
勤
之
方
為
見
合
旁
当
酉
年
ゟ
同
役
申
合
帳
面
相
仕
立
候
間
、
向
後

御
用
向
諸
事
此
帳
面
御
認
置
可
被
成
事 

明
和
二
酉
年
正
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伴 

善
太
夫 

田
中
弥
五
八 

  

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
九
月
ま
で
は
留
書
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ

以
後
、
留
帳
や
扣
書
が
な
く
、
近
来
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
上
、
役
所
に
も

全
く
帳
面
等
が
な
く
、
職
務
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
当
酉
年

（
明
和
二
年
）
よ
り
、
同
役
で
申
し
合
わ
せ
て
帳
面
を
作
成
す
る
の
で
、
以
後
、
御
用

向
は
諸
事
こ
の
帳
面
に
記
し
置
く
よ
う
に
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
伴
善
太
夫
（
政

方
）
と
田
中
弥
五
郎
（
忠
義
）
は
当
時
の
幕
奉
行
で
あ
る
。
伴
善
太
夫
が
幕
奉
行
に
就

任
し
た
の
が
宝
暦
五
年
一
二
月
二
四
日
、
田
中
弥
五
八
が
明
和
元
年
一
二
月
四
日
な
の

で
、
伴
が
幕
奉
行
に
な
っ
た
時
点
で
す
で
に
記
録
は
作
成
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
み

ら
れ
る
。
な
ぜ
急
に
記
録
を
作
成
し
な
く
な
っ
た
の
か
、
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
業
務
上
の
不
都
合
が
生
じ
、
再
度
、
業
務
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
に
な

っ
た
よ
う
だ
。 

  

【
一
六
五
】
御
幕
奉
行
吉
見
定
右
衛
門
日
記
（
二
五
七
‐
〇
〇
四
七
） 

  

幕
奉
行
を
勤
め
た
吉
見
定
右
衛
門
（
直
応
）
が
記
し
た
職
務
日
記
。
文
政
五
年
（
一

八
二
二
）
一
一
月
二
六
か
ら
文
政
七
年
一
二
月
晦
日
ま
で
の
記
録
が
あ
る
。
中
表
紙
の

表
題
に
は
「
文
政
五
壬
午
年
十
一
月

■
（
虫
損
）

、
同
六
癸
未
年
、
七
申
年
同 

日
記
」
と
あ

り
、
左
下
に
「
吉
見
」
と
あ
っ
て
、
彼
の
名
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
文
政
七
年
正
月

以
降
は
新
た
な
表
題
紙
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、「
御
進
達
書
上
類
御
用
留
」
と
い
う
表
題

が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
表
題
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
記
さ
れ
て
い
る
内
容

に
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
。
彼
は
文
政
五
年
一
一
月
二
七
日
に
幕
奉
行
へ
就
任
し
て
お

り
、
日
記
に
は
就
任
の
前
日
に
も
た
ら
さ
れ
た
登
城
命
令
を
は
じ
め
、
就
任
後
の
諸
手

続
き
、
書
類
の
文
案
等
、
幕
奉
行
就
任
に
関
連
し
た
彼
の
動
向
が
克
明
に
記
さ
れ
て
い

る
。
奉
行
・
同
心
の
人
事
か
ら
幕
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
ま
で
、
幕
奉
行
の
職
務
に
関

わ
る
日
々
の
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

吉
見
定
右
衛
門
に
関
す
る
資
料
と
し
て
、「
御
幕
奉
行
吉
見
定
右
衛
門
儀
病
気
ニ
付
御

役
御
免
小
普
請
入
願
奉
願
候
覚
」（
多
〇
三
五
七
二
三
）
14
と
い
う
御
役
御
免
を
願
い
出

た
書
類
が
多
聞
櫓
文
書
の
中
に
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
彼
の
経
歴
が
詳
細
に
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
資
料
及
び
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）

に
家
督
相
続
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
普
請
方
同
心
仮
役
、
天
明
元
年
（
一
七
八

一
）
に
小
普
請
方
吟
味
手
伝
役
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
支
配
勘
定
を
勤
め
る
。

寛
政
一
〇
年
に
淑
姫
君
様
御
用
達
と
な
り
、こ
の
と
き
御
家
人
か
ら
旗
本
へ
昇
進
し
た
。

文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
に
畳
奉
行
と
な
り
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
幕
奉
行

へ
就
任
し
た
。
文
政
一
一
年
二
月
に
御
役
御
免
を
願
い
出
て
お
り
、
同
三
月
に
御
役
御

免
と
な
っ
て
小
普
請
入
し
て
い
る
。
文
政
一
一
年
時
点
で
八
九
歳
な
の
で
、
幕
奉
行
就

任
時
の
文
政
五
年
は
八
三
歳
。
か
な
り
高
齢
と
い
え
る
。 

 
高
齢
ゆ
え
だ
ろ
う
か
、「
御
幕
奉
行
吉
見
定
右
衛
門
日
記
」
に
は
、
吉
見
の
体
調
不
良

に
関
す
る
記
事
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
。
文
政
六
年
正
月
五
日
、
畳
奉
行
時
に
担

当
し
た
「
西
丸
御
白
書
院
其
外
御
座
敷
向
御
修
復
」
に
つ
い
て
褒
美
を
拝
領
し
た
際
、

西
丸
ま
で
御
礼
廻
り
に
出
向
く
と
こ
ろ
、
本
丸
を
出
た
と
こ
ろ
で
、
大
雪
が
降
っ
て
お
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り
、
に
わ
か
に
癪
（
胸
痛
な
い
し
腹
痛
）
が
起
こ
り
、
西
丸
へ
は
出
向
く
こ
と
が
で
き

ず
、
帰
宅
し
た
。
こ
の
た
め
差
扣
伺
を
提
出
し
て
い
る
。
文
政
七
年
正
月
元
日
に
も
、

本
来
な
ら
ば
登
城
す
る
と
こ
ろ
、
眼
病
に
つ
き
登
城
せ
ず
、
提
出
書
類
を
同
役
の
佐
野

喜
右
衛
門
に
託
し
て
い
る
。 

「
御
幕
奉
行
吉
見
定
右
衛
門
日
記
」
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
文
政
五
年
か
ら
文

政
七
年
ま
で
の
記
録
で
あ
る
が
、
中
で
も
吉
見
の
幕
奉
行
就
任
初
期
、
文
政
五
年
～
六

年
の
記
録
が
比
較
的
詳
細
で
あ
る
。日
々
の
業
務
に
関
す
る
記
録
を
一
部
紹
介
し
よ
う
。

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
文
政
六
年
の
幕
の
虫
干
の
記
録
で
あ
る
。
幕
奉
行
は
、
毎
年
六

～
七
月
頃
、
夏
の
土
用
入
り
に
合
わ
せ
、
幕
の
虫
干
を
行
っ
て
い
る
。
吉
見
に
と
っ
て

は
初
め
て
の
幕
の
虫
干
で
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
、
提
出
し
た
書
付
等
も
含
め
、
詳
細
に

記
録
を
残
し
て
い
る
。 

 

朔
日 

一
、
月
次
御
礼
両
人
と
も
出
ル
、
月
番
書
豊
前
守
殿
江
差
出
ス
、
今
日
ゟ
御
預
り

御
多
門
并
雉
子
橋
渡
御
櫓
風
入
、
右
之
段
豊
前
守
殿
江
定
右
衛
門
ゟ
申
上
候
、

右
出
役
組
同
心
山
川
三
郎
次
・
小
林
右
兵
衛
、
日
々
五
人
ッ
ゝ
出
風
入
、 

右
之
方
退
出
ゟ
両
人
と
も
見
廻
ル
、 

十
三
日 

一
、
今
日
御
幕
御
虫
干
初
日
ニ
付
、
甲
斐
守
殿
江
左
之
通
御
届
書
差
出
ス
、
尤
甲

斐
守
殿
詰
合
無
之
ニ
付
、
主
膳
正
殿
江
差
出
シ
御
同
人
ゟ
甲
斐
守
殿
江
御
達

被
下
候
事
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
幕
御
虫
干
取
掛
之
儀
御
届
申
上
候
書
付
弐
通 

本
紙
美
濃

日

向

紙
半
切
上
包
美
濃
紙
打
掛 

 
 
 

御
幕
奉
行 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
幕
御
虫
干
今
十
三
日
よ
り
取
掛
申
候
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

相
替
候
儀
も
無
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
虫
干
之 

 
 
 
 
 
 
 
 

度
々
御
届
申
上
間
敷
候
、
依
之 

 
 
 
 
 
 
 
 

此
段
申
上
候
、
以
上
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
幕
奉
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

未
六
月
十
三
日 

 

吉
見
定
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
野
喜
右
衛
門 

 

六
月
十
三
日
、
晴
、
今
朝
巳
ノ
五
刻
土
用
入
、 

一
、
今
十
三
日
百
人
御
番
所
脇
於
御
多
門
御
幕
御
虫
干
、
定
右
衛
門
出
役
、
組
同

心
小
林
右
兵
衛
・
金
子
平
四
郎
・
荻
野
徃
助
・
佐
藤
庄
司
罷
出
、
例
年
之
通

御
虫
干
取
扱
、
夕
御
台
所
此
方
共
組
同
心
分
共
相
廻
、
御
多
門
江
御
退
出
後

見
計
本
形
ニ
相
仕
廻
、
且
樟
脳
八
寸
紙
請
取
方
ニ
付
、
御
納
戸
江
定
右
衛
門

小
林
右
兵
衛
・
金
子
平
四
郎
召
連
レ
罷
越
候
処
、
八
寸
紙
ヲ
受
取
、
樟
脳
者

来
ル
十
七
日
渡
り
之
積
、
仮
受
取
書
取
之
、
右
兵
衛
江
相
渡
置
候
、 

一
、
茶
壱
条
缶
小
普
請
方
小
遣
江
申
談
受
取
、
御
多
門
江
遣
ス
、 

一
、
雉
子
橋
方
御
虫
干
組
同
心
山
川
三
郎
次
・
丹
治
庄
右
衛
門
罷
出
取
扱
届
、
御

台
所
者
両
人
共
御
本
丸
御
台
所
四
間
江
相
廻
り
頂
戴
い
た
す
、
右
両
方
御
虫

干
九
ッ
半
時
相
済
退
散
い
た
す
、
15 

  

こ
れ
は
文
政
六
年
六
月
朔
日
（
一
日
）
と
一
三
日
の
記
事
で
あ
る
。
朔
日
に
御
預
り

御
多
門
（
百
人
番
所
脇
御
多
門
か
）
と
雉
子
橋
渡
櫓
の
風
入
を
開
始
、
一
三
日
に
は
土

用
入
り
に
合
わ
せ
、
百
人
番
所
脇
の
多
門
に
お
い
て
幕
の
虫
干
を
実
施
し
て
い
る
。
ま

た
、
雉
子
橋
渡
櫓
へ
も
組
同
心
を
派
遣
し
て
虫
干
を
行
っ
た
。
虫
干
の
開
始
に
際
し
、

書
付
を
留
守
居
へ
提
出
し
て
い
る
お
り
、
書
付
の
内
容
も
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
ほ
か
、
虫
干
に
伴
い
、
食
事
を
作
業
場
ま
で
回
送
し
て
も
ら
う
手
続
き
を
取
っ
た
こ

七
〇
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と
、
防
虫
剤
で
あ
る
樟
脳
の
配
布
を
頼
ん
だ
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
雉

子
橋
の
虫
干
を
担
当
し
た
組
同
心
は
、
江
戸
城
の
本
丸
御
殿
ま
で
出
向
い
て
食
事
を
食

べ
た
と
い
う
。
両
方
と
も
虫
干
は
九
つ
半
時
（
一
三
時
頃
）
に
終
了
し
た
。 

 

そ
の
後
は
、
休
日
や
雨
天
を
避
け
て
虫
干
を
実
施
。
六
月
二
五
日
を
も
っ
て
虫
干
は

終
了
し
た
。
同
日
の
日
記
に
は
、
幕
を
長
持
へ
納
め
、
樟
脳
を
入
れ
替
え
た
上
で
長
持

を
封
印
、
そ
の
後
、
虫
干
が
滞
り
な
く
終
了
し
た
旨
を
留
守
居
に
報
告
し
た
こ
と
な
ど

が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
多
門
と
渡
櫓
の
風
入
は
七
月
晦
日
ま
で
実
施
し
て
い
る
。 

 

本
日
記
か
ら
、
百
人
番
所
脇
御
多
門
と
雉
子
橋
渡
櫓
で
幕
を
保
管
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
百
人
番
所
脇
御
多
門
（
百
人
御
多
門
）
に
は
、
幕
奉
行
の
職
務
記
録

も
保
管
し
て
い
た
よ
う
で
、
文
政
六
年
四
月
二
九
日
に
は
、
安
永
度
の
日
光
社
参
関
係

の
記
録
が
百
人
御
多
門
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
翌
五
月
朔
日
、
多
門
ま
で
記
録

を
取
り
に
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。こ
の
ほ
か
、幕
奉
行
の
職
務
記
録
と
し
て
、

月
番
間
で
引
き
継
ぐ
書
類
も
あ
り
、「
御
幕
奉
行
吉
見
定
右
衛
門
日
記
」
に
は
引
き
継
ぎ

に
関
す
る
記
録
も
み
ら
れ
る
。
な
お
、
月
番
と
は
毎
月
の
当
番
こ
と
で
あ
る
。
文
政
六

年
五
月
朔
日
に
、
五
月
の
月
番
で
あ
る
佐
野
喜
右
衛
門
へ
「
御
用
葛
籠
」
を
送
っ
た
と

い
う
記
事
が
あ
る
（
四
月
の
月
番
は
吉
見
）。
そ
の
後
、
六
月
に
は
再
び
吉
見
が
月
番
と

な
る
こ
と
か
ら
、
五
月
二
九
日
に
佐
野
か
ら
「
御
用
葛
籠
」
が
吉
見
の
元
へ
送
ら
れ
て

い
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、「
御
幕
奉
行
吉
見
定
右
衛
門
日
記
」
に
は
、
幕
奉
行
の
職
務
に
関
す

る
日
々
の
出
来
事
が
吉
見
の
視
点
で
綴
ら
れ
て
い
る
。 

 

おお
わわ
りり
にに  

   

本
稿
で
は
、
当
館
所
蔵
の
幕
奉
行
関
係
資
料
に
注
目
し
、
そ
の
全
体
像
と
資
料
内
容

を
紹
介
し
た
。
具
体
的
な
資
料
内
容
ま
で
言
及
で
き
た
の
は
ご
く
一
部
の
資
料
で
あ
っ

た
が
、
当
館
所
蔵
資
料
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
幕
奉
行
の
実

態
に
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
、
留
守
居
支
配
の
五

奉
行
の
う
ち
、
幕
奉
行
以
外
の
奉
行
の
資
料
は
、
一
紙
物
が
大
半
を
占
め
、
幕
奉
行
関

係
資
料
に
み
ら
れ
た
、
留
帳
等
の
ま
と
ま
っ
た
職
務
記
録
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

そ
の
意
味
で
も
、
幕
奉
行
関
係
資
料
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
が
資
料

の
利
用
促
進
と
研
究
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
願
い
結
び
と
し
た
い
。 

  

1 

山
﨑
一
郎
「
萩
藩
当
職
所
に
お
け
る
文
書
の
保
存
と
管
理
」『
山
口
県
文
書
館
研

究
紀
要
』
第
二
三
号
、
一
九
九
六
年
三
月
。
同
「
萩
城
櫓
に
お
け
る
文
書
の
保
存

に
つ
い
て
」『
日
本
史
研
究
』
第
五
〇
三
号
、
二
〇
〇
四
年
七
月
。 

2 

『
明
良
帯
録
』（
近
藤
瓶
城
編
・
近
藤
圭
造
校
訂
『
改
定
史
籍
集
覧
第
十
一
冊
』
近

藤
活
版
所
、
一
九
〇
一
年
）。『
明
良
帯
録
』
は
、
小
田
原
藩
士
山
県
彦
左
衛
門
が

著
し
た
と
さ
れ
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
の
自
序
が
あ
る
。 

3 

『
吏
徴
』（
国
書
刊
行
会
編
『
続
々
群
書
類
従 

第
七
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一

九
六
九
年
）。『
吏
徴
』
は
幕
臣
の
向
山
源
太
夫
（
篤
、
誠
斎
・
偶
堂
）
編
纂
、
弘

化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
成
立
し
た
。 

4 

『
明
良
帯
録
』
で
は
若
年
寄
支
配
と
あ
る
が
、
誤
記
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
理

由
は
、
寛
保
か
ら
天
保
ま
で
の
各
『
御
触
書
集
成
』
の
「
殿
中
席
所
并
御
長
屋
門

中
之
口
掛
札
等
之
部
」
の
支
配
関
係
を
列
挙
し
た
触
に
、
若
年
寄
支
配
と
し
て
幕

奉
行
の
役
職
名
が
な
く
、
幕
奉
行
が
若
年
寄
支
配
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
証

拠
は
な
い
。
ま
た
、『
明
良
帯
録
』
の
記
載
に
お
い
て
も
、
幕
奉
行
の
解
説
の
前
、

具
足
奉
行
の
解
説
の
冒
頭
で
、「
以
下
五
奉
行
ハ
御
留
守
居
支
配
に
て
組
頭
卒
吏

ま
で
あ
る
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
五
奉
行
と
は
、
具
足
奉
行
、
幕
奉
行
、

鉄
炮
玉
薬
奉
行
、
鉄
炮
箪
笥
奉
行
、
弓
矢
鑓
奉
行
を
指
す
。
五
奉
行
を
留
守
居
支

配
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幕
奉
行
の
項
目
で
は
若
年
寄
支
配
と
あ
り
、

『
明
良
帯
録
』
の
記
述
の
中
で
も
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
幕

奉
行
は
留
守
居
支
配
で
あ
り
、
若
年
寄
支
配
と
の
記
載
は
誤
り
で
あ
る
と
考
え
ら

七
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れ
る
。 

5 
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
御
幕
奉
行
代
々
記
」（
請
求
番
号
：
二
二
〇
‐
〇
〇
七
〇
）。 

6 
高
柳
眞
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
寛
保
集
成
』・『
御
触
書
宝
暦
集
成
』・『
御
触

書
宝
天
明
集
成
』・『
御
触
書
天
保
集
成
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
（
第
二
刷
）。

な
お
、
後
述
の
本
文
の
書
名
下
の
番
号
は
触
の
通
し
番
号
。 

7 

黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
新
訂
増
補 

国
史
大
系 

徳
川
実
紀
』
第
一
篇

～
第
一
〇
篇
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
～
一
九
八
二
年
。
黒
板
勝
美
・
国
史
大

系
編
修
会
編
『
新
訂
増
補 

国
史
大
系 

続
徳
川
実
紀
』
第
一
篇
～
第
五
篇
、
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
二
年
。 

8 

小
中
村
清
矩
『
官
制
沿
革
略
史
』
吉
川
半
七
、
一
九
〇
〇
年
。
和
田
英
松
『
官
職

要
解
』
明
治
書
院
、
一
九
二
六
年
。
笹
間
良
彦
『
江
戸
幕
府
役
職
集
成
（
増
補
版
）』

雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
。
神
宮
司
庁
編
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
三
、
吉
川
弘

文
館
、
一
九
七
八
年
（
初
版
は
一
九
〇
五
年
）。
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版 

編
集

委
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
第
十
二

巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
。
山
本
英
貴
「
幕
奉
行
」（
大
石
学
編
『
江
戸
幕
府
大

事
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
、
三
九
九
頁
）。 

9 

資
料
抽
出
に
あ
た
っ
て
は
、
主
に
当
館
所
蔵
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
目
録
情
報

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（DA

）
を
用

い
た
。
ま
ず
、DA

の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
利
用
し
、「
御
幕or
幕
奉
行
」、「
幕

and

同
心
」
と
い
う
検
索
用
語
を
用
い
て
該
当
資
料
を
抽
出
し
た
。
そ
の
後
、
重

複
し
て
検
索
さ
れ
た
資
料
は
調
整
し
、
原
本
を
確
認
の
上
、
幕
奉
行
関
係
資
料
で

は
な
い
と
判
断
し
た
資
料
は
一
覧
か
ら
除
外
し
た
。
こ
の
他
、
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索

で
は
ヒ
ッ
ト
し
な
か
っ
た
が
、
幕
奉
行
関
係
資
料
で
あ
る
と
判
断
し
た
資
料
は
一

覧
に
加
え
た
。
た
だ
し
、
現
時
点
で
、
幕
奉
行
、
幕
同
心
就
任
者
全
員
の
名
前
を

把
握
で
き
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
検
索
漏
れ
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ

の
点
は
ご
留
意
頂
き
た
い
。
今
後
、
幕
奉
行
関
係
資
料
の
解
読
を
進
め
る
こ
と
で
、

人
名
を
明
ら
か
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。 

10 

大
賀
妙
子
「
江
戸
城
多
門
櫓
旧
蔵
文
書
に
つ
い
て
―
そ
の
整
理
状
況
と
若
干
の
史

料
の
考
察
―
」『
北
の
丸
』
第
一
〇
号
、
一
九
七
八
年
三
月
。
熊
井
保
「
多
聞
櫓
文

書
に
つ
い
て
―
―
明
治
期
の
目
録
と
由
緒
書
の
紹
介
」『
北
の
丸
』
第
一
六
、
一
九

八
四
年
三
月
。
津
田
秀
夫
「
多
聞
櫓
文
書
整
理
の
現
状
―
―
江
戸
幕
府
史
料
目
録

化
の
試
み
」『
北
の
丸
』
第
一
七
、
一
九
八
五
年
三
月
。 

11 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
御
幕
奉
行
代
々
記
」（
請
求
番
号
：
二
二
〇
‐
〇
〇
七
〇
）、

「
御
幕
方
記
録
」（
請
求
番
号
：
多
六
一
〇
〇
五
五
） 

12 

『
明
良
帯
録
』（
近
藤
瓶
城
編
・
近
藤
圭
造
校
訂
『
改
定
史
籍
集
覧
第
十
一
冊
』
近

藤
活
版
所
、
一
九
〇
一
年
）。
小
中
村
清
矩
『
官
制
沿
革
略
史
』
吉
川
半
七
、
一
九

〇
〇
年
。
和
田
英
松
『
官
職
要
解
』
明
治
書
院
、
一
九
二
六
年
。
笹
間
良
彦
『
江

戸
幕
府
役
職
集
成
（
増
補
版
）』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
。 

13 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
柳
営
補
任 

四
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
、

三
一
一
～
三
一
三
頁
。『
柳
営
補
任
』
は
幕
臣
の
根
岸
衛
奮
が
編
纂
し
た
幕
府
諸

役
人
の
任
免
記
録
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
一
応
完
成
し
た
が
、
慶
応
期
ま

で
の
加
筆
が
見
ら
れ
る
。 

14 

太
田
尚
宏
「
江
戸
城
多
聞
櫓
文
書
「
職
制
の
部
」
解
題
」『
北
の
丸
』
第
三
一
号
、

一
九
九
九
年
三
月
に
、「
御
幕
奉
行
吉
見
定
右
衛
門
儀
病
気
ニ
付
御
役
御
免
小
普

請
入
願
奉
願
候
覚
」（
多
〇
三
五
七
二
三
）
の
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

15 

豊
前
守
、
甲
斐
守
、
主
膳
正
は
い
ず
れ
も
留
守
居
で
、
佐
野
政
親
（
豊
前
守
）、
石

川
貞
通
（
甲
斐
守
）、
柳
生
久
通
（
主
膳
正
）
で
あ
る
。 

 

補
注 

な
お
、
資
料
中
の
人
名
は
、
解
説
に
際
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
主
に
『
寛
政
重
修
諸
家

譜
』、『
柳
営
補
任
』
等
を
参
照
し
て
、
諱
や
役
職
名
等
を
補
っ
た
。 

（
調
査
員
） 

七
二

国
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文
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館
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幕
奉
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関
係
資
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に
つ
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参考表　幕奉行関係資料一覧

通通番番 書書名名（（資資料料名名）） 請請求求番番号号 年年月月日日 人人名名 数数量量 書書誌誌事事項項 旧旧蔵蔵者者 画画像像

1
御目見以下之場所より御目見以上江被仰
付候者無之書付

多００１９０１ 天保06年04月 差出:御幕奉行鈴木善左衛門 1通 写本 多聞櫓 ー

2
宇式長之助病気ニ付宇式七兵衛儀御番
代奉願度旨申聞候ニ付奉願候覚

多００１９９１ 文政11年07月
差出:荻野往助／宛名:鈴木善
左衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

3
宇式長之助病気ニ付西丸小人目付高津
茂十郎弟七兵衛御番代奉願候一札之事

多００２００３ 文政11年07月
差出:御本丸御膳所六尺長之助
弟上田惣兵衛／宛名:山川三郎
次

1通 写本 多聞櫓 ー

4 御預御多門向々所書付 多００２０１１ ー
その他:御幕奉行（包紙）／その
他:鈴木／その他:中村

1通 写本 多聞櫓 ー

5
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式七兵
衛御扶持方返納之儀ニ付覚

多００２０４５ 文政11年09月
差出:御留守居曲渕日向守／宛
名:村垣淡路守

1通 写本 多聞櫓 ー

6
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式七兵
衛御切米御扶持方之儀ニ付御勘定所江
願

多００２０４７ 文政11年08月
差出:御幕奉行／差出:鈴木善
左衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

7
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式長之
助御切米御扶持方上り候儀申上候書付

多００２０４８ 文政11年08月
差出:御幕奉行／差出:鈴木善
左衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

8 組同心減候御届下書 多００２３５３ 文政11年08月 差出:御幕奉行鈴木善左衛門 1通 写本 多聞櫓 ー

9
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式長之
助跡江宇式七兵衛御抱入奉願候覚

多００２３６６ 文政11年08月 差出:御幕奉行鈴木善左衛門 1通 写本 多聞櫓 ー

10
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式長之
助御切米御扶持方上り候儀ニ付達候書付

多００２４０７ 文政11年08月20日
差出:鈴木善左衛門／宛名:野
呂弥右衛門／宛名:今井兵左衛
門

1通 写本 多聞櫓 ー

11
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式長之
助儀病気ニ付御暇奉願候覚

多００２４０８ 文政11年08月 差出:御幕奉行鈴木善左衛門 1通 写本 多聞櫓 ー

12
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式長之
助明跡江宇式七兵衛御抱入ニ付書付

多００２４１０ 文政11年08月 差出:御幕奉行鈴木善左衛門 1通 写本 多聞櫓 ー

13
宇式長之助病気ニ付私弟七兵衛儀御番
代奉願候内談取極ニ付一札之事

多００２４１３ 文政11年07月
差出:御小人頭杉山八之助組西
丸御小人目付高津茂十郎／宛
名:山川三郎次

1通 写本 多聞櫓 ー

14
表台所人吉野豊蔵拝領屋敷普請ニ付小
林梅太郎方江同居奉願候書付

多００２４１６ 天保09年04月
差出:小林梅太郎／宛名:鈴木
善右衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

15
日光御参詣之節御供組同心人数之儀申
上候書付其外留

多００２４４４
天保13年02月-天保
13年07月

ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

16
御支配御幕同心宇式長之助明跡江高津
七兵衛儀御番代相願度候ニ付書付

多００２４５１ 文政11年08月03日
差出:杉山八之助／宛名:鈴木
善左衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

17
御幕奉行鈴木善左衛門組同心明跡江宇
式七兵衛御抱入ニ付御切米御扶持方願

多００２４５２ 文政11年
差出:御幕奉行／差出:鈴木善
左衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

18 山木邦次郎　明細短冊 多００３００４ ー ー 1枚 写本 多聞櫓 ー

19
日光御供ニ付越前守殿御渡御書付写其
外留

多０１０６３３
天保13年12月-天保
14年05月

ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

20 日光社参之儀ニ付留書 多０１０７７３
明和04年05月-安永
05年04月

ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

21 月番留 多０１０７７４ 宝永04年 - 宝永05年 ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

22 日光御参詣ニ付御達書御廻状留 多０１０８８９
文政05年05月17日-
文政05年08月

ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

23 諸書付留 多０１１１２３
文政11年04月-天保
01年08月

差出:鈴木善左衛門／差出:山
田周蔵

1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

24 書上并下ヶ物其外御用留 多０１１１２９ 天保09年 - 天保12年 ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

25 諸書物目録 多０１１２３０ ー ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

26 御幕虫干ニ付諸書物扣 多０１１２３１
安政05年05月-安政
05年05月

差出:森川兵助 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

27 御役成之節手続書 多０１１２７１ 文政05年11月 差出:御幕奉行吉見定右衛門 1冊 写本 多聞櫓 ー

28 見出帳 多０１１２７２
安永05年08月-享和
03年08月

その他:御幕奉行野田彦之進
（表紙）

1冊 写本 多聞櫓 ー

29
安永五申年日光御社参之節御供勤方之
儀申上候書付

多０１１２７３
天保13年04月-天保
13年04月

差出:中村又左衛門／差出:中
村藤左衛門

1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

30 御用留 多０１１２７４
天保11年05月-天保
11年12月

ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

31
日光御参詣御用書上留并日光御社参之
節御用御道具取調書上帳

多０１１２７５
文政05年06月11日 -
天保13年02月

ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

32 御幕奉行組同心笠印雛形 多０１１２８１ ー
差出:野田彦之進／差出:前原
八十郎

1冊 多聞櫓 ー

33 月番留 多０１１３０２ 天保13年 ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

34 幕奉行組分切米扶持請取下書 多０１１３０８ 天保05年-天保06年 ー 2通 写本 多聞櫓 ー

35
未卯年日光社参之儀ニ付留書（前欠・後
欠）

多０１１３３７
天保13年09月-天保
13年12月

ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

36
御幕方御用之留帳（享保二酉年より宝暦
五亥年迄）

多０１１３８８ 安永01年 ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

37
御裏門切手番之頭小野田三郎右衛門儀
御幕奉行可被仰付哉之旨伺

多０１１５０４ 文久01年12月22日 差出:大和守 1通 写本 多聞櫓 ー

38 御幕奉行誓詞 多０１２５３０ 文化11年01月 その他:野田彦之進 1通 写本 多聞櫓 ー

39 御幕奉行組同心誓詞 多０１２５５１ 文政01年11月
差出:丹沢庄右衛門／宛名:野
田彦之進／宛名:前原八十郎

1通 写本（原本） 多聞櫓 ー

40 御幕奉行組同心誓詞 多０１２５５２ 嘉永07年06月29日

差出:山川金之助／差出:小林
新之助／差出:笠嶋栄次郎／宛
名:石津九兵衛／宛名:森川兵
助

1通 写本（原本） 多聞櫓 ー七
三
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通通番番 書書名名（（資資料料名名）） 請請求求番番号号 年年月月日日 人人名名 数数量量 書書誌誌事事項項 旧旧蔵蔵者者 画画像像

41 御幕奉行組同心誓詞 多０１２５５３ 天保14年11月
差出:小林平三郎／宛名:石津
九兵衛／宛名:森川兵助

1通 写本（原本） 多聞櫓 ー

42 御幕奉行組同心誓詞 多０１２５６９ 寛延04年04月06日

差出:丹沢園右衛門／差出:宇
敷定右衛門／差出:金子平右衛
門／差出:平野三郎兵衛／差
出:山川三郎右衛門／差出:荻
野平八郎／差出:小林源兵衛／
差出:荻野市右衛門／宛名:横
山源五郎／宛名:吉岡四郎右衛
門

1通 写本（原本） 多聞櫓 ー

43 御幕奉行誓詞 多０１２５８５ ー ー 1通 写本 多聞櫓 ー

44 御幕奉行組同心誓詞 多０１２６３３ ー ー 1通 写本 多聞櫓 ー

45
御休息御小納戸向并御成先御用作事方
江請取置候御幕之覚

多０１２８０６ 享保08年04月
差出:依田藤左衛門／宛名:海
野新左衛門殿／宛名:跡部与一
郎殿／宛名:石川兵左衛門殿

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

46 請取申御幕之事 多０１２８１０ 延宝07年06月29日

差出:向井兵庫助／宛名:難波
善左衛門殿／宛名:伊吹市右衛
門殿／宛名:余語源三郎殿／差
出:坂部市平殿

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

47 請取申御幕之事 多０１２８１３ 享保08年05月

差出:三宅雲八郎／差出:久保
十兵衛／差出:松平左源次／差
出:渡邊久左衛門／宛名:跡部
与市郎／宛名:石川兵左衛門／
宛名:海野新左衛門

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

48 御幕請取之儀ニ付覚 多０１３９５２ 享保08年04月

差出:海野新五左衛門／差出:
植木藤助／差出:伴弥一左衛門
／差出:千種忠兵衛／差出:志
村藤十郎／差出:盛長四郎／宛
名:海野新左衛門殿／宛名:跡
部与一郎殿／宛名:石川兵左衛
門殿

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

49 竹姫様為御用御幕請取候覚 多０１３９５４ 宝永07年12月

差出:大久保淡路守／宛名:加
藤久大夫殿／宛名:杉山七左衛
門殿／宛名:福王忠左衛門殿
／:沢平吉殿

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

50 御具足差置候ニ付書付 多０１４８７６ ー
差出:赤井孫四郎／差出:佐久
間靱負／宛名:石津九兵衛／宛
名:森川兵助

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

51 黒鍬之者御雇御断書付 多０２７１１０ ー
その他:御幕奉行石津九兵衛／
その他:御幕奉行森川兵助

2通 写本 多聞櫓 ー

52
御幕奉行山木邦次郎組同心笠嶋栄次郎
借地借宅仕候書付

多０２９０３１ 安政06年02月 差出:山木邦次郎 2通 写本 多聞櫓 ー

53
去夏御救拝借米返納之分申冬御切米之
内より返納ニ付書付

多０２９０５１ ー
差出:国領市左衛門／差出:岡
部半九郎／差出:本山弥太郎

2枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

54
蜷川善九郎四ヶ年之内両度類焼ニ付拝借
金其外御届等之留

多０２９１９４ 文化06年01月 差出:御幕奉行 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

55 拝借返済金請取証文覚 多０２９２０５ 享保17年12月06日

差出:伴藤五郎／差出:関口九
郎兵衛／差出:黒沢直右衛門／
差出:戸田忠兵衛／宛名:跡部
与一郎／宛名:石川兵左衛門

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

56
田付四郎兵衛江此方御預リ御幕借用為
致候儀ニ付書留

多０２９３８４ 元文03年05月
その他:御幕奉行跡部与一郎／
その他:御幕奉行三橋勘兵衛

1通 写本 多聞櫓 ー

57
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式長之
助儀病気ニ付御暇被下置度旨奉願候覚

多０３００２２ 文政11年08月 差出:御幕奉行鈴木善左衛門 1通 写本 多聞櫓 ー

58
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式長之
助跡江宇式七兵衛御抱入奉願候覚

多０３００２７ 文政11年08月 差出:御幕奉行鈴木善左衛門 1通 写本 多聞櫓 ー

59
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式長之
助跡江宇式七兵衛御抱入奉願候覚

多０３００３４ 文政11年08月 差出:御幕奉行鈴木善左衛門 1通 写本 多聞櫓 ー

60 病気ニ付御役御免小普請入願奉願候覚 多０３０３２５ 天保07年12月
差出:御幕奉行石寺八蔵／宛
名:松平内匠頭

1通 写本 多聞櫓 ー

61 奉願候覚病気ニ付御役御免小普請入願 多０３０３２６ 天保07年03月
差出:御幕奉行山田周蔵／宛
名:松平内匠頭

1通 写本 多聞櫓 ー

62 指物雛形之儀ニ付申上候書付 多０３０３８３ 万延01年08月
その他:御幕奉行加藤権之助／
その他:御幕奉行山本邦次郎／
その他:御幕奉行（端裏）

1通 写本 多聞櫓 ー

63 御幕奉行預リ御幕之儀ニ付書付 多０３１１０３ ー 宛名:大屋遠江守 1通 写本 多聞櫓 ー

64 非常之節御多門江罷出候心得方書付控 多０３１４８２ ー
差出:鈴木善左衛門／差出:山
田周蔵

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

65
御幕其外御道具類御移替之儀ニ付奉伺
候書付下書

多０３１５０３ ー
その他:御幕奉行石津九兵衛／
その他:御幕奉行森川兵助

1通 写本 多聞櫓 ー

66
御鉄砲玉薬奉行ほか夏中も足袋相用申
渡奉願候書付

多０３１５４３ ー

差出:小林幸八郎／差出:瀧沢
佐太郎／差出:吉田勇太郎／差
出:佐久間利太夫／差出:大岡
源右衛門／差出:羽田平五郎／
差出:熊谷大助／差出:鈴木善
左衛門／差出:山田周蔵

1通 写本（原本） 多聞櫓 ー
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67
宇式鉄三郎儀御幕奉行鈴木善左衛門組
同心ニ御抱入ニ付切米扶持御断状案

多０３１５４４ 天保09年11月
差出:御留守居石河土佐守／宛
名:勘定奉行内藤隼人正

1通 写本 多聞櫓 ー

68
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式長之
助儀病気ニ付御暇奉願候覚

多０３１５４５ 文政11年08月 差出:御幕奉行鈴木善左衛門 1通 写本 多聞櫓 ー

69 紛失物尋書付写 多０３１５４６ 天保08年02月04日

差出:御幕奉行鈴木善左衛門組
御幕同心金子定右衛門／宛名:
火附盗賊御改岡部内匠御組星
野幸右衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

70
宇式七兵衛実子鉄三郎儀明跡江御抱入
被仰付度候書付

多０３１５４７ 天保09年10月 差出:御幕奉行鈴木善左衛門 1通 写本 多聞櫓 ー

71 御畳方請取物御断写 多０３１５４８ 天保08年05月
その他:御幕奉行鈴木善左衛門
／その他:御幕奉行中村又左衛
門

1通 写本 多聞櫓 ー

72
御幕奉行吉見定右衛門組同心金子平四
郎実子惣領御抱入奉願候覚

多０３１６３６ 天保07年12月 差出:御幕奉行吉見定右衛門 1通 写本 多聞櫓 ー

73 御台所断御預御多門風入仕候ニ付 多０３３１９５ ー
その他:御幕奉行鈴木善左衛門
／その他:御幕奉行山田周蔵／
その他:曲渕甲斐守（端裏）

1通 写本 多聞櫓 ー

74
竹橋御蔵地内明屋敷御土蔵引渡可申儀
ニ付書付

多０３３５８２ ー
差出:関播磨守／宛名:森川兵
助

1通 写本（原本） 多聞櫓 ー

75
百人組番所脇御多門御返却被下候様御
掛合ニ及候書付

多０３３５９３ ー
差出:石津九兵衛／差出:森川
兵助

1通 写本（原本） 多聞櫓 ー

76
大御奥御用ニ付純子御幕等請取申候段
覚

多０３３８３３ 元禄12年11月05日

差出:松平主計頭／差出:大久
保玄蕃頭／宛名:加藤久太夫／
宛名:杉山七左衛門／宛名:福
□忠左衛門／宛名:志村金五郎

1通 写本 多聞櫓 ー

77
御幕奉行吉見定右衛門儀病気ニ付御役
御免小普請入願奉願候覚

多０３５７２３ 文政11年12月
差出:吉見定右衛門／宛名:石
河甲斐守

1通 写本 多聞櫓 ー

78
享保九年辰七月十四日大久保下野守殿
於御城御渡被成候御書付弐通之内

多０３５８９９ ー ー 2通 写本 多聞櫓 ー

79 私共並組同心屋敷帳取調ニ付書付 多０３６８０６ 安政06年10月
差出:加藤権之助／差出:山木
邦次郎

1通 写本 多聞櫓 ー

80 地面貸置候小林忠五郎返地御届 多０３７４２１ ー
差出:宇式鉄三郎／宛名:鈴木
善左衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

81
小普請久留十左衛門組矢橋善兵衛江借
地願

多０３７５９４ 天保10年01月 差出:佐藤庄司 1通 写本 多聞櫓 ー

82 借地被仰付候ニ付昨日引移申候段覚 多０３８０４６ ー 差出:笠嶋栄次郎 1通 写本 多聞櫓 ー

83 請取申田町交御幕之事 多０３８１１８ 寛政02年
差出:内藤九十郎／宛名:国領
市左衛門／宛名:大野左門

1通 写本 多聞櫓 ー

84 誓詞 多０３８１７１ 元文04年04月17日

差出:金子平右衛門／差出:小
林源兵衛／差出:宇敷定右衛門
／差出:丹沢園右衛門／差出:
萩野平八郎／差出:山川八兵衛
／差出:平野三郎兵衛／差出:
野口半右衛門／宛名:跡部与一
郎／宛名:横山源五郎

1通 写本 多聞櫓 ー

85 素読吟味之者無御座段御届 多０３８２０９ ー
差出:御幕奉行鈴木善左衛門／
差出:御幕奉行中村又左衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

86
去ル申年類焼御幕同心萩野平八郎金三
両拝借丑年四度目之請取証文

多０３８２６４ 享保18年12月12日

差出:伴藤五郎／差出:関口九
郎兵衛／差出:黒沢直右衛門／
差出:戸田忠兵衛／宛名:跡部
与一郎／宛名:三橋勘兵衛

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

87 日光道中小宿割控帳 多０３８５４３ ー ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

88 御幕奉行以下支配同心拝領屋敷書上 多０３８９７８ 寛政09年04月
差出:本多金左衛門／差出:蜷
川善九郎

1通 写本 多聞櫓 ー

89
御幕奉行山田周蔵儀老衰其上病気ニ付
御役御免小普請入ニ付書付

多０３９３６９ 天保07年04月09日
差出:小普請組支配／宛名:御
留守居衆

1通 写本 多聞櫓 ー

90
御幕其外御道具類持運人足賃銀ニ付書
付

多０３９３７０ 安政03年09月 差出:加賀谷治助 1通 写本（原本） 多聞櫓 ー

91
御幕奉行同心金子平四郎儀御暇之段可
申渡書付

多０３９３９３ 天保07年12月27日 宛名:御留守居 1通 写本 多聞櫓 ー

92 富士見御宝蔵番組中定書 多０３９８１１ 文政01年02月

差出:小林右兵衛／差出:金子
平四郎／差出:山川三郎治／差
出:荻野鉎助／差出:佐藤庄司
／差出:丹澤源次郎／差出:宇
式長之助／差出:平野英太郎／
差出:丹沢庄右衛門

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

93 請取申春御借米之事 多０４０００７ 文政11年
差出:鈴木善左衛門／宛名:両
宛所

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー
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94
御幕奉行鈴木善左衛門組同心萩野両助
儀上地屋敷御預之儀ニ付申上候書付

多０４０００８ 天保05年03月13日
差出:泉本主水正／宛名:御留
守居衆

1通 写本 多聞櫓 ー

95
年始御礼之段御目付衆より達ニ付御覚申
上候書付

多０４０１５５ 元治01年12月 ー 1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

96 御幕串御返却仕候旨手紙 多０４１０４６ ー
差出:山本庄三郎／宛名:野田
彦之進

1通 写本 多聞櫓 ー

97
西丸切手御門番元同心平岡忠太郎上地
拙者江御預被成御渡候段申上候書付

多０４１３３５ 天保05年03月15日 差出:萩野両助 1通 写本 多聞櫓 ー

98
平岡忠太郎屋敷上地ﾆ相成私江御預被成
り候段御届申上候書付

多０４１３３６ 天保05年03月15日 差出:荻野両助 1通 写本（原本） 多聞櫓 ー

99
平岡忠太郎上ヶ地私組同心荻野両助江
御預ヶ地相成候御届書

多０４１３３７ 天保05年03月16日 差出:鈴木善左衛門 1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

100 御届書三通 多０４１３３８ ー 差出:荻野両助 1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

101 達書写一通相達候書付 多０４１３３９ 天保05年03月13日
差出:荒川土佐守／差出:鈴木
善左衛門

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

102 御幕串請取度及掛合候書付 多０４１７６１ ー
差出:稲田八郎右衛門／差出:
河合与左衛門／宛名:御幕奉行
中

1通 写本 多聞櫓 ー

103 御用向書上并当用留帳（後欠） 多０４２０９０ 安永09年08月 ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

104
五奉行組同心日光山御供之儀ニ付書付
留書

多０４２１４４
天保13年05月 - 天保
13年06月

ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

105 御幕奉行御用留 多０４２１５６ ー ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

106 御幕奉行組同心誓詞 多０４２１８０ 宝暦03年04月11日
差出:三浦丑之助／差出:金子
茂八郎／宛名:横山源五郎

1通 写本（原本） 多聞櫓 ー

107 御幕奉行組同心誓詞 多０４２６７４ ー ー 1通 写本 多聞櫓 ー

108 年齢御届之覚 多０４２７５７ 宝暦01年04月 ー 1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

109 御幕奉行御役中間上ケ地御預リニ付書状 多０４２９３１ 寛政04年06月09日

差出:御幕奉行大野左門・長谷
川藤太郎組同心金子平四郎、
平野門十郎、山川三郎右衛
門、小林徳次郎、丹沢園右衛
門、荻野源蔵／宛名:御普請方
改役林部善太左衛門、端山定
五郎

1通／1枚 写本 多聞櫓 ー

110 御幕多門之絵図 多０４２９８７ ー ー 1通 写本 多聞櫓 ー

111
袋弐番町御幕奉行本多金左衛門拝領屋
敷絵図面

多０４２９９４ ー ー 1枚 写本 多聞櫓 ー

112
幕奉行同心宇敷定右衛門老衰ニ付実子
権内江代番願書付

多０４３０３５ ー ー 1通 写本 多聞櫓 ー

113
竹橋御蔵地御土蔵御明渡方之儀御修復
出来次第御貸渡可申旨書付

多６１０００２ ー
差出:菊池大助／差出:宮田菅
太郎／宛名:石津九兵衛／宛
名:森川兵助

1枚 写本（原本） 多聞櫓 ー

114 御幕方記録 多６１００５５ ー ー 1冊 写本（原本） 多聞櫓 ー

115 覚（浜御殿御茶屋御用御幕請取候旨） 多７０００２４ 宝永07年06月18日
差出:図司半兵衛／宛名:沢平
吉

1通 写本 多聞櫓 ー

116 日光御参詣御用之儀ニ付手紙 多７００４１８ ー
差出:羽倉外記／宛名:中村又
左衛門／宛名:石津九兵衛

1通 写本 多聞櫓 ー

117
御幕奉行組同心佐藤庄司儀居宅類焼之
覚

多７００６４１ ー ー 1枚 写本 多聞櫓 ー

118 十一日御多門へ可罷出旨御請 多７００６６７ ー
差出:佐藤庄司／宛名:鈴（木）
善左衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

119
教宮御下向御用ニ付致借用候御幕串返
却致候旨手紙

多７００７０７ ー
差出:山本庄三郎／宛名:御幕
奉行中

1通 写本 多聞櫓 ー

120
御幕其外御道具類竹橋内御蔵地へ引移
日限相達可申段書付

多７００７５８ ー ー 1通 写本 多聞櫓 ー

121 今日中御越候様致度段申進候手紙 多７００７５９ ー
差出:土屋紀伊守／宛名:石津
九兵衛

1通 写本 多聞櫓 ー

122 落馬之痛強今日難被参旨承知之段手紙 多７００７６０ ー
差出:土屋紀伊守／宛名:石津
九兵衛

1通 写本 多聞櫓 ー

123
御幕長持其外御道具類竹橋内御蔵地へ
御引移候趣組支配へ相達可申旨手紙

多７００７６１ ー
差出:土屋紀伊守／宛名:石津
九兵衛

1通 写本 多聞櫓 ー

124
御広敷番之頭より御幕串受取之儀ニ付手
紙（後欠）

多７００７７６ ー
差出:中村又左衛門／宛名:鈴
木善左衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

125
御幕奉行組同心・宇式銀蔵居宅類焼御救
金之儀ほか書付（前後欠）

多７００８６７ ー
差出:御幕奉行大野左門／差
出:御幕奉行長谷川藤太郎

1通 写本 多聞櫓 ー

126
御幕其外御道具類移替不残相済候段承
知候書付

多７００８８２ ー
差出:土屋紀伊守／宛名:石津
九兵衛

1通 写本 多聞櫓 ー

127
類焼御届（拝領屋鋪門長屋住居向不残類
焼）

多７０１１４１ ー 差出:御幕奉行森川兵助 1通 写本 多聞櫓 ー

128
百人組御番所脇御多門御幕方へ引渡候
儀ニ付書付（後欠）

多７０１５２２ ー
その他:赤井孫四郎（端裏）／そ
の他:佐久間靱負（端裏）

1通 写本 多聞櫓 ー

129
御組同心宇式長之助御暇出候旨致承知
候書付（前欠）

多７０１５７５ ー ー 1通 写本 多聞櫓 ー
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130
御幕多門え御幕移替ニ付黒鍬之者通行
之儀ニ付手紙（前欠）

多７０２３５０ ー
差出:関播磨守／宛名:森川兵
助

1通 写本 多聞櫓 ー

131
小林梅太郎類焼ニ付被下金奉請取候旨
覚

多７０２５７５ ー 差出:荻野□助 1通 写本 多聞櫓 ー

132

太平布不残小納戸（木村刀太郎殿同心）
え返納致候旨書付（御出役大野左門・同
本多金左衛門・組之者佐藤伝四郎・同小
林源兵衛）（前後欠）

多７０２７５０ ー ー 1通 写本 多聞櫓 ー

133
御幕奉行鈴木善左衛門組同心宇式長之
助実子無御座候ニ付同七兵衛番代願

多７０２９０５ 文政11年07月
差出:宇式長之助／宛名:鈴木
善左衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

134
評定所ニて御誓詞首尾能相済大慶之旨
ほか手紙

多７０２９５７ ー
差出:吉岡四郎右衛門／宛名:
横山源五郎

1通 写本 多聞櫓 ー

135 御役御免奉願候書付（包紙のみ） 多７０３２２７ ー その他:御幕奉行山田周蔵（表） 1その他 写本 多聞櫓 ー

136
清水御門渡御櫓修復中帳面入候長持十
棹当分御預申候旨覚（後欠）

多７０３４４３ ー
差出:御幕奉行鈴木善左衛門／
差出:山田周蔵

1通 写本 多聞櫓 ー

137
御幕奉行勤役中書物四冊萩野伊三郎え
相渡申候間御落手可給旨ほか手紙（後
欠）

多７０３７４４ ー
差出:中村□□／宛名:中村又
左衛門

1通 写本 多聞櫓 ー

138 御幕奉行組同心誓紙壱通（包紙のみ） 多７０３８２７ ー
その他:金子茂八郎（表）／その
他:三浦丑之助（表）

1その他 写本 多聞櫓 ー

139
組同心倅見習御奉公之儀ニ付奉伺候書
付

多７０３９１０ ー その他:山木邦次郎（表） 1その他 写本 多聞櫓 ー

140 奉願上候覚 多７０３９１１ ー
その他:御幕奉行山木邦次郎組
同心金子冨右衛門（表）

1その他 写本 多聞櫓 ー

141
人足遣候儀御武器掛及問合候儀ニ付手
紙

多７０４０６５ ー
差出:関播磨守／宛名:森川兵
助

1通 写本 多聞櫓 ー

142
御幕移替之節入候書物類御門断等之儀
ニ付手紙

多７０４０８０ ー
差出:土屋紀伊守／宛名:石津
九兵衛

1通 写本 多聞櫓 ー

143
御役成之節諸願有無書付差出候節之心
得（手紙）

多７０４０８７ ー
差出:森下弥士馬／差出:牧野
貫／差出:高木義助／宛名:野
田彦之進様御家来中

1通 写本 多聞櫓 ー

144

安政三辰年九月　竹橋御門内明屋敷御土
蔵御修復ニ付百人組番所脇御多門御幕
其外御道具御移替ニ付掛合其外御届書
付入

多７０４１０１ ー ー 1その他 写本 多聞櫓 ー

145
拝借金取越米仕候儀・月番出来兼候旨ほ
か手紙

多７０４１０８ ー
差出:森川兵助／宛名:石（津）
九兵衛

1通 写本 多聞櫓 ー

146
御櫓御多門之内諸帳面旧記類入候儀無
御座候書付

多７０４３００ ー その他:御幕奉行（端裏） 1通 写本 多聞櫓 ー

147 御貸渡御蔵受取方之儀ニ付手紙（後欠） 多７０４３０１ ー
差出:土屋紀伊守／宛名:石津
九兵衛

1通 写本 多聞櫓 ー

148 素読御吟味之儀ニ付申上候書付 多７０４４１５ ー その他:御幕奉行（表） 2通 写本 多聞櫓 ー

149
御幕奉行森川兵助組佐藤庄司居宅類焼
ニ付春夏御借米取越為請取申度旨書付
ほか写

多７０４８４５ 弘化03年01月
差出:御幕奉行森川兵助／宛
名:美濃部庄右衛門／宛名:尾
崎金之助

2枚 写本 多聞櫓 ー

150 宝永四丁亥正月より之□（御幕奉行） 多７０５０７５ ー ー 2枚 写本 多聞櫓 ー

151
人馬御証文案之儀申上候書付・日光御参
詣御行列上覧之節之義申上候書付ほか

多７０５１０４ ー
差出:御幕奉行（石津九兵衛）／
差出:御幕奉行（中村又左衛門）

3枚 写本 多聞櫓 ー

152
日光迄宿見之者（御幕同心金子定右衛
門・同萩野伊三郎）罷帰り候御届書ほか

多７０５１４４ ー ー 2枚 写本 多聞櫓 ー

153
天保五牛年七月十四日於山田周蔵宅見
届（前後欠）

多７０５２０２ ー ー 1枚 写本 多聞櫓 ー

154
日光御参詣之節持参御幕員数并其外御
品御修復仕様ほか

多７０５３０５ ー ー 4枚 写本 多聞櫓 ー

155 日光御用留帳 １４３－０１５０ ー ー 1冊 写本 ー 有

156
御具足御幕方御預御武器類（『御船具御
武器類書上』所収）

１５４－００３１（冊次
10）

（弘化02年12月）／弘
化02年 - 嘉永01年

ー 10冊 写本 ー 有

157 御幕仕立書 １５４－０１７６ ー ー 1冊 写本 ー 有

158 御書附御達書御廻状留 １８０－０１０７ 享和02年-享和03年 ー 2冊 写本 , 御幕方 多聞櫓 有

159 御留守居衆より御達物留 １８０－０１２２ 文政11年 - 天保02年 ー 1冊 写本 多聞櫓 有

160 廻状留 １８１－００２０ ー ー 1冊 写本 , 御幕方 多聞櫓 有

161 御幕奉行代々記 ２２０－００７０ ー ー 1冊 写本 多聞櫓 有

162 御幕奉行御用留 ２２０－００７３ ー ー 1冊 写本 多聞櫓 有

163 御幕奉行御用向書上并当用留帳 ２２０－００７９ 明和02年-安永04年 ー 2冊 写本 多聞櫓 有

164 非常之節為心得申上候書附 ２２０－０１０７ 天保11年-天保12年 ー 1冊 写本 多聞櫓 有

165 御幕奉行吉見定右衛門日記 ２５７－００４７ 文政05年-文政07年 著者:吉見定右衛門 1冊 写本 ,文政 多聞櫓 有

※国立公文書館デジタルアーカイブ（DA）より作成。

　なお、一覧の右端「画像」の項目は、DAに画像が掲載されているか否かを示している。
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